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○山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

平成17年３月22日山形県条例第11号 

山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をここに公布する。 

山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第３項の規定

に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の

指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定管理者の指定の申請） 

第２条 指定管理者の指定を受けようとするものは、指定管理者の指定を受けようとする公の施設を管理

する知事、教育委員会又は企業管理者（以下「知事等」という。）の指定する日までに、次に掲げる書

類を添付した申請書を知事等に提出しなければならない。 

(１) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理の業務に関する事業計画書（以下単に「事業

計画書」という。） 

(２) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類 

（指定管理者の指定） 

第３条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって審査し、当該申請を

したもののうち最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理

者に指定するものとする。 

(１) 公の施設の平等利用が確保されるものであること。 

(２) 事業計画書の内容が、公の施設の設置の目的を効果的かつ効率的に達成することができるもので

あること。 

(３) 事業計画書に沿った公の施設の管理を適正かつ確実に行う能力を有すること。 

（指定管理者の指定等の公示） 

第４条 知事等は、法第244条の２第３項の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は同条第11項の規

定によりその指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたと

きは、速やかにその旨を公示しなければならない。 

（原状回復義務） 

第５条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の２第11項の規定によりその指定

を取り消されたときは、知事等が承認した場合を除き、速やかに当該指定管理者が管理を行わなくなっ

た公の施設の施設又は設備を原状に回復しなければならない。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

平成17年３月22日山形県規則第８号 

改正 

平成20年２月29日規則第12号 

令和３年９月24日規則第72号 

山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則をここに公布する。 

山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山形県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年３月県条

例第11号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請） 

第２条 条例第２条に規定する申請書は、指定管理者の指定申請書（別記様式第１号）によるものとする。 

２ 条例第２条第２号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。 

(１) 指定管理者の指定を受けようとする法人又は団体（以下「法人等」という。）の定款、寄附行為

若しくは規約及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類 

(２) 法人等における申請の日の属する事業年度より前３箇年分の事業年度に係る貸借対照表、損益計

算書、財産目録その他法人等の財務の状況を明らかにすることができる書類（申請の日の属する事業

年度に設立された法人等にあっては、設立時の財産目録） 

(３) 法人等の役員の名簿及び履歴書 

(４) 法人等が現に行っている業務の概要並びに法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類 

(５) 前各号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める書類 

（変更の届出） 

第３条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その事実を証する書面を添え

て、その旨を変更届出書（別記様式第２号）により知事等に届け出なければならない。 

(１) 名称 

(２) 主たる事務所の所在地 

(３) 代表者の氏名 

(４) 前３号に掲げるもののほか、知事等が別に定める事項 

２ 知事等は、前項の規定による届出（同項第１号に係るものに限る。）があったときは、速やかに、そ

の旨を公示するものとする。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第４条 指定管理者は、毎年度、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を

作成し、当該年度の終了後30日以内に知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取

り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間に係る事業報告書を作成し、知事等に

提出しなければならない。 

(１) 管理業務の実施状況及び利用の状況 

(２) 公の施設の利用に係る料金の収入実績 

(３) 管理業務に係る経理の状況 

(４) その他知事等が必要と認める事項 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年２月29日規則第12号） 

１ この規則は、平成20年３月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用す

ることができる。 

附 則（令和３年９月24日規則第72号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用す

ることができる。 
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○山形県国民宿舎条例 

昭和39年10月10日山形県条例第76号 

改正 

昭和40年３月25日条例第26号 

昭和42年３月17日条例第17号 

昭和42年７月10日条例第29号 

昭和43年10月12日条例第35号 

昭和44年10月８日条例第39号 

昭和46年10月13日条例第42号 

昭和47年７月12日条例第32号 

昭和48年９月25日条例第42号 

昭和49年10月４日条例第53号 

昭和50年７月14日条例第38号 

昭和52年３月25日条例第13号 

昭和55年10月15日条例第38号 

昭和58年３月14日条例第13号 

昭和60年３月22日条例第16号 

昭和63年３月23日条例第13号 

平成元年３月22日条例第29号 

平成２年10月16日条例第27号 

平成５年３月26日条例第13号 

平成９年３月21日条例第20号 

平成13年３月23日条例第20号 

平成16年６月25日条例第46号 

平成16年12月20日条例第63号 

平成17年３月22日条例第36号 

平成26年３月25日条例第39号 

平成31年３月15日条例第31号 

山形県国民宿舎月山荘条例をここに公布する。 

山形県国民宿舎条例 

（設置） 

第１条 県民の健全なレクリエーションの振興及び健康の増進並びに勤労者の福祉を図るため、国民宿舎

を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

山形県国民宿舎竜山荘 山形市蔵王温泉字川前938番の４ 

（使用料） 

第２条 県は、第４条の規定により法人その他の団体であって知事が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）が国民宿舎の管理を行う場合を除き、国民宿舎を利用した者（以下「利用者」という。）か

ら、別表に掲げる使用料を徴収する。 

２ 知事は、公益上特に必要があると認めたときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができ

る。 

（使用料の不還付） 

第３条 前条の規定により徴収した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責任によらない理由で国民

宿舎を利用できなくなったときその他知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還

付することができる。 

（指定管理者） 

第４条 国民宿舎の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を指定管理者に行わせることができる。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第５条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、国民宿舎の管理を行うものとする。 
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(１) 休館日は設けないこと。 

(２) その他国民宿舎の管理上知事が必要と認める基準 

２ 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて国民宿舎を臨時に休館す

ることができる。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 国民宿舎の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(２) 国民宿舎の運営に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、国民宿舎の管理に関し知事が必要と認める業務 

（利用料金） 

第７条 第４条の規定により指定管理者が国民宿舎の管理を行う場合にあっては、利用者は、国民宿舎の

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者に支払わなければならない。 

２ 利用料金は、第２条第１項の使用料の額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を受けて指定管理

者が定めるものとする。 

３ 知事は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を公示するものとする。 

４ 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。 

５ 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除すること

ができる。 

（利用料金の不還付） 

第８条 指定管理者が収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、利用者の責任によらない理

由で国民宿舎を利用できなくなったときその他指定管理者が相当の理由があると認めるときは、その全

部又は一部を還付することができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和40年３月25日条例第26号） 

この条例は、昭和40年５月１日から施行する。 

附 則（昭和42年３月17日条例第17号） 

この条例は、昭和42年４月１日から施行する。 

附 則（昭和42年７月10日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和43年10月12日条例第35号） 

この条例は、昭和43年11月１日から施行する。 

附 則（昭和44年10月８日条例第39号） 

この条例は、昭和44年11月１日から施行する。 

附 則（昭和46年10月13日条例第42号） 

この条例は、昭和46年11月１日から施行する。 

附 則（昭和47年７月12日条例第32号） 

この条例は、昭和47年７月15日から施行する。 

附 則（昭和48年９月25日条例第42号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和48年11月１日から施行する。 

（山形県労働者保養所条例の廃止） 

２ 山形県労働者保養所条例（昭和39年10月県条例第77号）は、廃止する。 

附 則（昭和49年10月４日条例第53号） 

この条例は、昭和49年11月１日から施行する。 

附 則（昭和50年７月14日条例第38号） 

この条例は、昭和50年８月１日から施行する。 

附 則（昭和52年３月25日条例第13号） 
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この条例は、昭和52年４月１日から施行する。 

附 則（昭和55年10月15日条例第38号） 

この条例は、昭和55年11月１日から施行する。 

附 則（昭和58年３月14日条例第13号） 

この条例は、昭和58年４月１日から施行する。 

附 則（昭和60年３月22日条例第16号） 

この条例は、昭和60年４月１日から施行する。 

附 則（昭和63年３月23日条例第13号） 

この条例は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年３月22日条例第29号） 

この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則（平成２年10月16日条例第27号） 

この条例は、平成２年11月１日から施行する。 

附 則（平成５年３月26日条例第13号） 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月21日条例第20号） 

この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則（平成13年３月23日条例第20号） 

この条例は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年６月25日条例第46号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成16年12月20日条例第63号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月22日条例第36号） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 国民宿舎の管理を法人その他の団体であって知事が指定するものに行わせるために必要な行為は、こ

の条例の施行前においても行うことができる。 

附 則（平成26年３月25日条例第39号） 

この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月15日条例第31号） 

この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

別表 

区分 使用料の額 

宿泊 一般 １人１泊につき 3,840円 

小学生 １人１泊につき 3,130円 

幼児（独立して寝具を使用する場合に限

る。） 

１人１泊につき 1,560円 

休憩 一般 １人１回につき 1,210円 

小学生 １人１回につき 610円 

会議 30畳を超える室 １室につき 7,480円 

20畳を超え30畳以下の室 １室につき 5,220円 

10畳を超え20畳以下の室 １室につき 2,970円 

10畳以下の室 １室につき 1,480円 

備考 この表において「幼児」とは、３歳以上の者で小学校就学の始期に達しないものをいう。 
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○山形県国民宿舎条例施行規則 

平成５年３月26日山形県規則第10号 

改正 

平成18年３月28日規則第33号 

山形県国民宿舎条例施行規則をここに公布する。 

山形県国民宿舎条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、山形県国民宿舎条例（昭和39年10月県条例第76号。以下「条例」という。）の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用時間） 

第２条 国民宿舎の利用時間は、条例第４条の規定により指定管理者が管理を行う場合を除き、次の各号

に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

(１) 宿泊に係る利用時間 午後４時から翌日の午前10時まで 

(２) 休憩又は会議に係る利用時間 午前10時から午後４時まで 

附 則 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月28日規則第33号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 
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国民宿舎竜山荘　宿泊人員・利用料推移（平成17年度～） 単位：人、円

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合　　　計

17年度 376 593 585 628 1,250 605 920 362 438 934 1,155 753 8,599

18年度 284 553 592 614 1,458 693 874 280 426 948 1,180 632 8,534

19年度 305 575 496 600 1,178 444 793 336 495 907 1,129 634 7,892

20年度 236 458 547 583 973 473 734 231 540 852 1,160 622 7,409

21年度 174 548 522 612 1,072 662 654 319 347 990 1,258 522 7,680

22年度 196 451 397 589 796 473 640 267 311 821 1,135 238 6,314

23年度 82 256 228 302 529 200 369 113 158 566 847 0 3,650

24年度 244 348 282 338 680 392 565 216 217 619 863 349 5,113

25年度 315 353 353 346 616 286 478 164 303 697 759 385 5,055

26年度 110 333 265 251 512 310 512 91 252 458 523 156 3,773

27年度 82 224 115 197 531 358 347 67 311 561 753 264 3,810

28年度 71 244 277 448 586 219 528 121 264 507 663 228 4,156

29年度 92 304 174 442 420 143 268 60 160 510 760 117 3,450

30年度 110 170 178 126 235 128 313 50 237 420 641 234 2,842

R元年度 210 387 130 127 381 184 183 83 218 351 661 72 2,987

２年度 29 8 17 51 61 142 75 81 97 83 111 19 774

３年度 4 40 38 37 29 22 49 14 90 149 149 61 682

4年度 49 93 32 63 66 61 100 40 162 413 511 176 1,766

５年度 36 149 186 142 329 163 181 113 258 567 864 165 3,153

６年度(A) 14 141 108 98 282 174 154 60 264 838 937 292 3,362

26 136 82 54 315 145 182 74 169 621 924 398 3,126

185.7% 96.5% 75.9% 55.1% 111.7% 83.3% 118.2% 123.3% 64.0% 74.1% 98.6% 136.3% 93.0%

12 △ 5 △ 26 △ 44 33 △ 29 28 14 △ 95 △ 217 △ 13 106 △ 236

17年度 1,301,380 2,072,440 2,039,200 2,127,900 4,170,240 2,119,260 3,240,040 1,267,280 1,508,720 3,174,900 4,019,420 2,614,840 29,655,620

18年度 992,380 1,888,140 2,063,700 2,116,000 4,884,100 2,402,140 3,037,540 978,000 1,470,280 3,296,160 4,113,040 2,187,480 29,428,960

19年度 1,063,040 1,966,540 1,707,180 2,032,620 3,931,460 1,539,820 2,796,080 1,177,500 1,385,540 3,146,720 3,968,760 2,185,540 26,900,800

20年度 826,260 1,585,340 1,877,380 1,976,440 3,319,740 1,624,020 2,586,740 794,980 1,848,640 3,242,020 4,068,200 2,235,040 25,984,800

21年度 615,340 1,892,200 1,818,880 2,097,780 3,636,040 2,294,740 2,298,320 1,114,620 1,196,020 3,419,820 4,384,780 1,811,140 26,579,680

22年度 762,640 1,577,380 1,352,580 2,001,760 2,709,320 1,657,860 2,235,140 940,860 1,070,020 2,845,460 3,989,420 822,540 21,964,980

23年度 289,140 892,320 806,920 1,046,700 1,834,000 691,640 1,295,120 402,280 539,200 2,068,320 2,996,640 0 12,862,280

24年度 826,500 1,216,400 993,320 1,186,360 2,355,480 1,015,960 2,006,500 766,180 757,060 2,139,440 3,462,533 1,214,920 17,940,653

25年度 1,079,260 1,236,740 1,246,500 1,205,600 2,128,760 1,010,100 1,691,500 565,840 1,045,080 2,420,520 2,637,480 1,283,920 17,551,300

26年度 407,540 1,270,433 1,142,850 927,950 1,839,260 1,086,610 1,545,880 339,430 912,690 1,668,500 1,936,690 579,810 13,657,643

27年度 287,920 806,090 422,440 709,130 1,944,540 1,304,770 1,270,100 244,930 1,125,920 2,054,130 2,739,270 977,130 13,886,370

28年度 253,880 893,800 1,019,800 1,557,070 2,102,650 810,510 1,967,370 446,500 964,260 1,860,240 2,446,650 825,240 15,147,970

29年度 340,250 1,099,840 639,750 1,645,210 1,523,160 531,320 869,330 221,730 580,630 1,877,400 2,827,750 431,580 12,587,950

30年度 408,230 621,920 655,210 468,600 835,720 1,121,460 1,166,110 446,910 870,900 1,545,900 2,378,510 890,780 11,410,250

R元年度 757,950 1,382,910 478,690 468,730 1,356,960 683,560 681,900 305,450 790,370 1,284,390 2,440,690 264,420 10,896,020

２年度 108,170 29,840 63,410 189,540 219,640 520,690 279,750 295,920 356,980 306,830 411,270 70,870 2,852,910

３年度 15,360 153,600 145,920 141,370 111,360 84,480 188,160 53,760 337,790 565,770 567,900 229,980 2,595,450

４年度 188,160 354,280 122,880 241,920 243,610 234,240 381,160 153,600 610,720 1,526,310 1,947,030 670,160 6,674,070

５年度 136,820 567,190 712,820 542,440 1,223,820 618,820 692,910 431,790 981,490 2,150,300 3,303,560 626,500 11,988,460

６年度(A) 53,760 534,340 411,170 373,480 1,065,840 649,700 590,650 228,980 752,930 3,190,230 3,573,940 1,114,890 12,539,910

99,130 516,560 310,620 206,650 1,178,360 548,280 697,460 283,450 643,990 2,351,980 3,526,150 1,523,350 11,885,980

184.4% 96.7% 75.5% 55.3% 110.6% 84.4% 118.1% 123.8% 85.5% 73.7% 98.7% 136.6% 94.8%

45,370 △ 17,780 △ 100,550 △ 166,830 112,520 △ 101,420 106,810 54,470 △ 108,940 △ 838,250 △ 47,790 408,460 △ 653,930
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